
別紙　１

  令和８年４月１日

        １．建設業法第３条第１項による許可業者

        ２．（１）地方自治法施行令（以下「政令」という。）第１６７条の４第１項（契約を締結する能力を

        3．政令第１６７条の１１第２項に規定する資格等

業種
等級

Ａ ８００以上 ７５０以上 ６００以上 ６００以上 ６００以上 ６００以上

８００未満 ７５０未満
６５０以上 ６５０以上

Ｃ ６５０未満 ６５０未満

（単位　万円）

業種
等級

Ａ ３，０００以上 ３，０００以上 １，０００以上 １，０００以上 １，０００以上 ３，０００以上

３，０００未満 ３，０００未満
１，０００以上 １，０００以上

１，０００未満 １，０００未満

１００以上 １００以上

Ｄ １００未満 １００未満 １００未満 １００未満 １００未満 １００未満

　　　　　（４）資格を有する者の名簿は長沼町役場都市整備課内の閲覧所で閲覧に供する。

公共工事の指名競争入札参加資格等の公表

       　公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（以下「法」という。）第８条第１号及

       び法施行令第７条第１項第２号及び第３号に基づき、公共工事の指名競争入札に参加する者

       に必要な資格等を次のとおり定める。

長沼町長　　齋藤　良彦

公共工事の指名競争入札に参加する者に必要な資格

　　　　　　　 有しない者等） の規定により競争入札等への参加を排除されていないこと。

　    　   （２）政令第１６７条の４第２項（不正行為等）の規定により競争入札等への参加を排除されて

　 　    　　　　いないこと。

  　     　（３）令和７年１２月１日現在において、引き続き２年以上その事業を営んでいること。

       　　（１）平成６年６月８日建設省告示第１４６１号（建設業法第２７条の２３第３項の規定による経

       　　　　　営事項審査の項目及び基準）の定めるところによる。

　       　（２）格付のための評定数字は、経営事項審査結果の総合評点に基づき格付対象業種ご

　　　       　　とに次のとおり定め、経営事項審査を受けていない者の格付け等級はＤとする。

　　（３）格付等級に対応する工事の予定価格は、次のとおりとする。

土木工事業建築工事業電気工事業 管工事業 舗装工事業 造園工事業

Ｂ ６００未満 ６００未満 ６００未満 ６００未満

土木工事業建築工事業電気工事業 管工事業 舗装工事業 造園工事業

Ｂ １，０００未満 １，０００未満 １，０００未満 ３，０００未満

Ｃ


